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年頭のご挨拶

平成27年の年頭にあたり一言ご挨拶
申し上げます。

昨年来、食品製造段階における意図
的な有害物質等の混入事件をはじめ、
消費者の食に対する信頼を揺るがす問
題は国の内外を問わず絶え間なく続い
ています。食品安全行政がリスク分析
手法を取り入れて10年以上経過してい
ますが、フードチェーンの各段階にお
けるリスク管理の重要性はますます高
まっております。
（独）農林水産消費安全技術センター
（ＦＡＭＩＣ）におきましても、肥料、
農薬、飼料等の農業生産資材や飲食料
品の検査等を通じ、生産から流通まで
の各段階での安全性や適正な表示の確
保等に貢献することを使命として、国
民のニーズに適切な技術で応えられる
よう努力しているところです。

新たな年を迎え、引き続き食品安全
に係る農林水産省の分析試験所として
の役割や、農薬登録審査に対応するた
めの審査体制の充実を図るとともに、
信頼性の高い分析体制の構築に努めて
参ります。
東日本大震災に係る放射能汚染につ
きましても、国民の食への不安を払拭
するため、農林水産省の指示を受け、
飼料原料、汚泥肥料等の放射能測定を
業務の一つとして継続して実施して参
ります。

また、一昨年の６月に制定された食
品表示法が本年６月までに施行される

こととなっており、消費者庁を中心に
関係省庁が連携して円滑な運用に向け
て最終調整を行っている段階と聞いて
おります。ＦＡＭＩＣの業務の柱の一
つである食品表示の検査部門において
も、関係機関として検査分析技術とそ
の信頼性の向上に努め、食品表示の真
正性の確認に技術的側面から寄与して
いく所存です。

一方、独立行政法人の制度につきま
しては、組織運営の基礎となる独立行
政法人通則法が改正され、本年４月か
らＦＡＭＩＣは、国の行政事務と密接
に関与した事務・事業を確実に執行す
る行政執行法人としてスタートするこ
とになりました。
業務の着実な達成に向け、役職員一
同新たな気持ちで取り組んで参ります
ので、皆様のご理解とご支援をよろし
くお願い申し上げます。

最後になりましたが、本年が皆様に
とりまして実り多き年になりますこと
を心より祈念いたします。

独立行政法人 農林水産消費安全技術センター

理事長　木 村　眞 人
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～ISO22000及び関連規格の国際動向～

I S O情報

ISO（国際標準化機構）のTC34／SC17（食品安全マネジメントシステム分科委員会）では、
食品の安全の向上を目指して、食品安全マネジメントシステムの規格ISO22000及びISO22000
に関連する規格類の策定を行っています。

今回は、2014年９月15日から19日に、デンマークで開かれた第６回TC34／SC17総会等の
検討内容について紹介します。

今回の総会では、前回2013年シドニーで
の総会決議に沿ったISO22000の改定と、新
たに提案されている飼料製造に関する前提条
件プログラム（PRP）が主に議論されました。

・ISO22000の改定
2012年に、今後制定・改正される全ての

ISOマネジメントシステム規格は、原則とし
て、基本構造（章のタイトル及びその順序）、
品質、環境及び情報セキュリティ等分野共通
の要求事項及び用語・定義を共通化すること
が定められました。

今回のISO22000の改定は、上述の共通化
に対応するためのものです。共通化すること
で、あるマネジメントシステムを導入してい
る組織が、他のマネジメントシステムを導入
する場合に、統合しやすい等のメリットがあ
ります。

具体的な改訂作業は、『適用範囲』の見直
し、『用語と定義』の共通化及び『基本構造』
への当てはめ、の３点について行われました。

『適用範囲』では、従来、
フードチェーンに関わる全
ての企業や団体等の組織が
対象でした。フードチェー
ンとは、食品の生産・製造、
配送及び保管等に関わる活
動のことです。今回、食品に加えて、愛がん
動物用飼料（ペットフード）も対象になりま
した。
『用語と定義』では、ISO22000と関連する

ISO9000やコーデックス規格等を参考に、新
たに定義すべき用語を加えました。
『基本構造』では、現在のISO22000の構造

を、ISOが示しているマネジメントシステム
の基本構造に当てはめるとどうなるのかが検
討されました。

今後、これらの作業を取りまとめ、2015年
５月を目途にISO22000の改定原案を作成す
る予定です。

・飼料製造のPRP
PRPは、ISO22000で要求される衛生的な

環境を維持するための基本的な活動（清掃、
衛生害虫等の防除及び要員の衛生管理等）を
実施するための文書です。

飼料製造のPRPは、2014年2月に作業開始
の提案がされました。今回の総会では、文書
のたたき台が作成されました。

今後、2015年10月を目途に、原案の作成
作業が続けられる予定です。

＜第６回TC34/SC17総会会議風景＞

http://www.famic.go.jp/iso_codex_information/iso/sc17_kikaku_outline.html
http://www.famic.go.jp/iso_codex_information/iso/sc17_gaiyou201301.pdf
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ＧＬＰについて、第１回目ではＧＬＰとは何か、どのような経緯で始まったのか等
を説明しました。第２回目は、農薬ＧＬＰ査察の実際について見ていきましょう。

～GLPって何？ その２ ～

【ＧＬＰ試験施設について】
ＧＬＰとは、Good Laboratory Practice

（優良試験所基準）の略で、ＧＬＰ制度と
は、化学物質等の安全性試験を行う試験施
設に対する認証・監査制度です。

日本国内には６つのＧＬＰ制度があり、
様々な分野で使用される化学物質等の試験
成績の信頼性を確保しています。

このうち、農薬ＧＬＰ制度は、農薬の登
録申請に必要な試験成績の信頼性を確保す
るための、試験施設に対する監査制度です。

農薬ＧＬＰ基準は、「農薬の毒性及び残留
性に関する試験の適正実施について（局長
通知）」という文書に定められています。こ
の基準に基づき、試験施設に対する農薬Ｇ
ＬＰ適合性調査（以下「査察」という）が
行われています。また、初回のＧＬＰ適合
性確認後、査察を３年以内に１度は受ける
こととされています。

農薬ＧＬＰ基準に適合し
た試験施設での実施が必
要とされる試験分野は５つ
です。

そのうちの１つである
毒性試験分野では、農薬を誤って摂取して
しまった直後及び数日以内に現れる毒性

（急性毒性）や、人が一生涯に渡り取り込ん

だ場合に現れる毒性（慢性毒性）などに関
する試験があります。

その他の試験分野として、河川等に生存
している水産動植物（藻類、甲殻類、魚
類）への影響、生体内での農薬の分解を確
認する動・植物代謝、農産物・飼料作物
への残留性等があります。

農薬ＧＬＰ基準に適合した試験施設数は
現在54施設です。

【査察の手順】
ここからは、実際の試験施設への査察の

実際についてお話しします。

１．申請書類等の受付及び確認
農薬ＧＬＰの適合性確認を希望する試験

施設は、「試験施設に関する基準適合確認申
請書」及び試験施設の概要に関する資料（申
請書類）を提出します。

ＦＡＭＩＣの査察員は、申請書類や当該
試験施設の標準操作手順書※１等について、
内容の事前確認を行います。

※１標準操作手順書：ＳＯＰ
組織の運営体制、設備・機器、試験操作、
記録及び資料の保管等を定めた文書

1982年：医薬品ＧＬＰ導入
1984年： 化学物質ＧＬＰ（化審法）導入

農薬ＧＬＰ導入
1987年 ：動物用医薬品等ＧＬＰ導入
1988年： 飼料添加物ＧＬＰ導入

労働安全衛生法ＧＬＰ導入

http://www.acis.famic.go.jp/glp/GLPshisetsu.htm
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000064.html
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000064.html
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000064.html
http://www.acis.famic.go.jp/glp/index.htm
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次に、査察日程を試験施設と調整します。
一般的な査察日程は、試験施設の規模が小

さく試験数が少ない場
合で最短２日間、全国
のほ場を使用して、作
物残留試験を実施して
いる場合は、２週間に
及ぶ場合もあります。

２．査察の実施
査察は、大別してラボツアー（試験施設
等の査察）と、スタディーオーディット（試
験成績に関する査察）と呼ばれる内容に分
かれます。
ラボツアーは、試験施設を巡察し、以下

の状況を確認します。
・運営管理者による施設の管理状況
・試験施設及び実験機器の状況
・実験作業の状況
・信頼性保証部門（ＱＡＵ）の活動状況
・資料保管施設の資料保管

状況及び施設への出入り
の記録等

上述の項目のうち、試験施設及び実験機
器の状況確認について、どのような点を確
認しているかご説明します。

確認内容は、試験を実施するに当たり必
要な分析機器が設置されているか、分析機
器は定期的な校正及び適切な使用時点検が
行われているか、テストガイドライン※２及
びＳＯＰに準拠した試験方法で試験が実施
されているか、についてです。

※２テストガイドライン
化学物質の性質及び危険性の程度等を評価
するための、国際的に合意された試験方法

また、ネズミ等の実験動物を使用する試
験では、試験実施中に農薬以外の影響をネ

ズミに及ぼさない施設で試験が実施されて
いるか等です。

資料保管施設については、資料の散逸防
止及び劣化防止対策が取られているか、検
索が容易となるよう索引を作成しているか、
人と物の出入りを記録しているか等です。

一方、スタディーオーディットは、以下
の状況を確認します。
・試験計画書の作成から最終報告書が承認

されるまでの一連の作業確認
・試験に係る生データ、標本、最終報告書

等の点検及び照合

上述の項目のうち、試験に係る生データ、
標本、最終報告書等の点検及び照合につい
て、どのような点を確認しているかご説明
します。

確認内容は、分析値が報告書に正確に転
記されているか、分析値と報告書の照合を
行います。また、顕微鏡検査を行うスライ
ド標本についても、操作の途中で取り違え
等が起きていないか、操作の流れを再現し
つつ実験ノートとスライドを照合すること
により、確認します。

他に、施設内部監査の状況を書類等で確
認します。

最後に、実施された査察に関する質疑応
答及び講評を行います。

３．査察報告
査察員は査察後に「査察結果報告書」を

取りまとめます。そして、ＦＡＭＩＣに設置
された評価会議で農薬ＧＬＰ基準への適合
性についての審議を経て、農林水産省消費
・安全局長に報告書を送付します。

次回は、ＯＥＣＤ－ＧＬＰ作業部会への出
席等、農薬ＧＬＰがＯＥＣＤ－ＧＬＰにどの
ように関わっているかについて紹介します。

http://www.jsqa.com/download/080408index.html
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～分析の原理 その３ ～
ＤＮＡシークエンスについて

ＦＡＭＩＣで行っている科学的検査を紹介する第３回目は、生鮮食品や加工食品の原
材料の種判別に使用する、ＤＮＡシークエンスと呼ばれる分析法を取り上げます。

１．ＤＮＡシークエンスとは
ＤＮＡは生物の細胞内に存在しており、

糖とリン酸からできた２本の鎖と、鎖につ
いた４種類の塩基（Ａ：アデニン、Ｇ：グ
アニン、Ｃ：シトシン、Ｔ：チミン）から
構成されています。塩基のうち、ＡとＴ、
ＣとＧがそれぞれ結合し、２本の鎖を互い
につなぎ合わせて二重らせん構造をなして
います。

４種類の塩基の並び順（塩基配列）によ
って、その生物を構成するたんぱく質の情
報が決められています。ＤＮＡシークエン
スとは、この情報の本体となるＤＮＡの塩
基配列を調べるための分析法です。

２．ＤＮＡシークエンスの目的
ＤＮＡの塩基配列は、生物の種によって

異なります。牛と魚のように姿形が異なる
生物はもちろん、例えばクロマグロとミナ
ミマグロのように同じ魚であっても、その
配列には違いがあります。

そのため、塩基配列を調べることで、見
た目や味では判断の難しい肉や魚の種を特
定することができます。

ＦＡＭＩＣでは、ＤＮＡシークエンスを
主に魚介類の種判別に活用しています。

３．ＤＮＡシークエンスの流れ
⑴　目的の配列部分を増幅

検査試料からＤＮＡを抽出します。この
ＤＮＡの塩基配列中の特定の配列部分を調
べることで、対象となる生物の種を特定す
ることができます。しかし、検査試料から
抽出できるＤＮＡはごくわずかであり、そ
のままでは量が足りないため分析に用いる
ことができません。そこで、ＰＣＲと呼ば
れる操作により、目的となる配列部分のみ
を増幅させます。原理を以下に示します。
①　高温下で、２本鎖のＤＮＡを１本鎖に
分離させます。

②　１本鎖になった２本のＤＮＡにそれぞ
れプライマー（目的となる配列部分の両末
端に結合するように設計されたＤＮＡ断
片）を結合させます。

③　酵素の働きによって、プライマーの結
合した場所を始点としてＤＮＡ合成反応が
進みます。この時、あらかじめ混ぜておいた
ｄＮＴＰ（４種類の塩基に糖とリン酸が結合
したもの）が合成の材料として使われます。

T G C T A C

A C G A T G

プライマー

dNTP
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この操作を数十回繰り返すことで、目的
の配列部分を100万倍ほどに増幅させるこ
とができます。

ＰＣＲにより目的のＤＮＡ断片を十分な
量得ることができたら、次にその配列を調
べるための処理をします。

⑵　サイクルシークエンス
先ほどのＰＣＲと同じように、ＤＮＡ合

成反応を行います。ＰＣＲと大きく違うの
は、合成の材料であるｄＮＴＰにｄｄＮＴＰ

（ｄＮＴＰの構造の一部が欠損したもの）を
混ぜていることです。

ｄｄＮＴＰはｄＮＴＰと同様、合成反応
中のＤＮＡ断片に取り込まれますが、その
時点で合成反応はストップします。また、
ｄｄＮＴＰの４種類の各塩基には、それぞ
れ異なる蛍光色素が付けられています。

これにより、末端の塩基が蛍光標識され
た様々な長さのＤＮＡ断片を得ることがで
きます。

⑶　シークエンサーによる検出
得られたＤＮＡ断片をシークエンサーと

いう機器で分析します。シークエンサーに
取り付けられた細い管にＤＮＡ断片を流
し、その先の検出器で蛍光色素を感知しま
す。ＤＮＡ断片の長さが短いほど速く流れ

るため、その順序と検知した蛍光の種類か
ら、塩基配列を決定することができます。

⑷　解析
検出されたデータの解析はパソコン上で

行います。波形の色でＡ、Ｃ、Ｇ、Ｔが一
目でわかるようになっています。

解析した塩基配列と、あらかじめ配列が
わかっている生物種の塩基配列を比較し、
配列がどの程度一致しているか調べます。

下図はある魚介類を調べた例です。検体
に対して、ＡとＢは配列に違いが見られま
すが、Ｃとは配列が一致しています。した
がって、分析した魚介類はＣであるという
ことがわかります。

４．ＦＡＭＩＣでの活用
昨年度、複数のホテルやレストランで、

メニュー表示と異なる食材を使用してい
た、いわゆる食品偽装問題が世間を騒がせ
ました。その際にＦＡＭＩＣでは、エビ等
の加工品について原材料名の確認のため、
ＤＮＡシークエンスを行いました。

１サイクル後 ２サイクル後 ３サイクル後…

目的の断片
のみ増幅

dNTP ddNTP

STOP

T
A
T
G

C
A

配列を決定
TATGCCCA

配列方向

T A T G C C C A T T A T G A T T G G A G G A T T T G G A A A C T

検体 ： ＴＡＴＧＣＣＣＡ…
魚介類 Ａ ： ＴＣＴＧＣＣＴＡ…
魚介類 Ｂ ： ＡＡＴＣＣＣＣＴ…
魚介類 Ｃ ： ＴＡＴＧＣＣＣＡ…

※実際はより長い配列（数百塩基）を解析する

C
C

Inomata_Tatsuya
線
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～食品中の有害物質 その３ ～

食品中に意図せず含まれる有害物質の紹介、第３回目は植物に含まれる自然毒であ
る「ピロリジジンアルカロイド類」です。

１．多くの植物に含まれる有毒な物質
ピロリジジンアルカロイド類（ＰＡｓ）

は、6000種類以上の植物（キク科、ムラサ
キ科及びマメ科等）に含まれているとされ
る化学物質の総称です。

ＰＡｓは下図において、点線で囲まれた
部分（ピロリジジン骨格）を持つセンキル
キンやエキミジン等、600種類ほどの化学
物質として確認されてます。１つの植物に
数種類含まれていることもあります。

ＰＡｓの中には、肝臓に対して毒性を持
つものがあり、発がん性があるかもしれな
いとされているものもあります。

ＰＡｓを含む植物は「雑草」に多いため、
牛や羊などが食べてしまうことにより家畜
への影響が問題になります。

しかし、一部の野菜や山菜等を除いて、

食用に栽培されるほとんどの植物は、ＰＡ
ｓを含んでいないとされています。

２．含有食品は販売を規制
日本では、ＰＡｓが

原因の健康被害報告は
ありませんが、海外で
は、ＰＡｓを含む植物
を使ったハーブティー
やサプリメントを原因
とする肝障害などが報
告されています。

その中でも健康被害例が多数報告されて
いたムラサキ科のコンフリー（ヒレハリソ
ウ）や、キク科のバターバー（西洋フキ）
を使用した健康食品等が国内のインターネ
ット上で販売されていました。そのため、

厚生労働省は、平成
16年 に コ ン フ リ ー
を含む食品の製造、
販売等を禁止し、平
成24年 に は バ タ ー
バーを含む食品の販
売 を 中 止 す る よ う
指 導しています。

また、農林水産省は家畜の健康被害を防
ぐため、ＰＡｓを含むと考えられる植物
を、飼料（えさ）や飼料原料に使用しない
よう注意喚起しています。

海外での対応は、コンフリーを含む食品
について、米国では自主回収勧告、カナダ
では使用しないよう勧告などが行われまし
た。欧州では、ハーブティーやはちみつな
どの食品や飼料に含まれているＰＡｓの調

N

HO
O

O OO
O

N

CH3

センキルキン

ピロリジジン

＜参考＞

エキミジン
O

O

O

OHH

OH
N

O

O

＜図　PAsの化学構造例＞

＜コンフリー＞

http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0614-2.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0614-2.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0614-2.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002293g.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002293g.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002293g.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002293g.html
http://kashikyo.lin.gr.jp/network/sonota/hoka/16-7-6.pdf
http://kashikyo.lin.gr.jp/network/sonota/hoka/16-7-6.pdf
http://kashikyo.lin.gr.jp/network/sonota/hoka/16-7-6.pdf
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査を継続して行い、規制を定めたり、ＰＡ
ｓを含む製品の使用を避けるようにとされ
ています。

３．フキのアク抜きには減少効果がある
日本の伝統野菜であるキク科のフキは、

ペタジテニン（別名フキノトキシン）やセ
ンキルキンなどのＰＡｓを含んでいます。

フキ（葉柄）は調理の際にアク抜きしま
す。これは、水に溶けやすいＰＡｓを減ら
すのに理にかなった下ごしらえといえま
す。フキノトウ（フキのつぼみ）はアク抜
きせずに調理することもありますが、多量
に食べ続けることがないので健康被害に及
ばないと考えられます。

今のところ、フキやフキノトウにＰＡｓ
がどれくらい含まれているか詳細な調査報
告はなく、今後の課題といえます。

４．ＰＡｓの分析
日本ではＰＡｓについて、ほとんど分析

調査されたことがありません。そのためＦ
ＡＭＩＣでは、国内の植物に含まれるＰＡ
ｓの分析法の開発と、外部から分析依頼を
受ける体制の確立を進めています。

開発中の分析法では、植物中に含まれる
ＰＡｓの濃度を求めるために、あらかじめ
濃度が分かっているＰＡｓの純品（標準
品）を比較対象として用いて、液体クロマ
トグラフタンデム型質量分析計（ＬＣ－Ｍ
Ｓ／ＭＳ）で測定します。

現在、主にヨーロッパ原産の植物に含ま
れているＰＡｓの標準品が10数種ほど市
販されています。国内産の植物には、それ
ら以外のＰＡｓも含まれていることがある
ため、農林水産省は平成24年度から、国内
の植物を用いてＰＡｓの標準品を作成する
研究事業を実施しています。

これらの研究成果によってより多くの標
準品が入手可能になれば、濃度を求めるこ
とができるＰＡｓの種類が多くなると考え
られます。

ＦＡＭＩＣでは、植物や食品試料からＰ
Ａｓを効率よく抽出する方法や、ＬＣ－Ｍ
Ｓ／ＭＳでの測定条件の最適化を検討して
います。

今後、様々な植物や食品中のＰＡｓの測
定ができるようにしていく予定です。

＜フキ（葉柄）＞

＜フキノトウ（つぼみ）＞

＜ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ＞



10 − 新・大きな目小さな目 2015年新年号（No.39）−

１．肥料の試験法の必要性
作物には、生育に適した土壌pHがありま

す。そのため、栽培前や栽培期間中の土壌pH
を、最適範囲に調整する場合があります。

土壌のpHを下げるために使用される肥料
として、「硫黄及びその化合物」があります。
その目的のためには、含まれる成分量を正確
に知る必要があり、硫黄分全量の表示が義務
づけられています。

これまで肥料用の硫黄分全量については、
決められた試験法がなかったため、製造業者
や試験機関は、濃度や性状に合わせた試験法
を独自に選択して試験をしていました。しか
し、このように異なる試験法で測定した場合、
同じものを測定して同じ結果になるか分かり
ません。

そこで、基準となる試験法を定めることに
なりました。

２．試験法の調査
新たな試験法を開発する場合、まず、従来

からある試験法等の調査をします。
硫黄分全量の試験法には、試料を燃やし、

目的成分をガスにして測定する「燃焼法」や、
試料から目的成分を固形物として取り出し、そ
の重さを測定する「重量法」などがあります。
「燃焼法」は、専用の試験機器を必要としま

すが、「重量法」は必要としません。したがっ
て、普及しやすいという理由から、「重量法」

のひとつである「塩化バリウム重量法」を基
に、試験法を開発することになりました。

３．試験法の改良
従来からある「塩化バリウム重量法」は、

純度の高い硫黄試薬に使われる試験法です。
純度の高い物質を対象にした試験法を、そ

のまま純度の低い物質に対して行うと、うま
く結果が出ないことがあります。

本試験の対象である肥料は、純度が低く不
純物が多いため、それを除去する工程を追加
しました。

４．単一試験室妥当性確認
試験法が決まったら、次に行うのが単一試

験室での妥当性確認です。
つまり、単独の試験室で、誰が、いつ、何

回測定しても、同じものを同じ方法で測定す
れば、ほぼ同じ結果※１が出ることを確認する
ことになります。

具体的には、様々な性状（粉状や液状）、
様々な濃度の肥料（以下、サンプルという）
を、人や日を替えて測定を繰り返し、測定結
果の差が一定範囲内にある（妥当性がある）
ことを確認します。

また、このとき「定量下限※２」や「検出下
限※３」も調べます。

＜野菜の最適土壌pH領域＊＞
pH 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
トマト
にんじん
ほうれん草
じゃがいも

※１　測定結果は、その時の温度や湿度、用
いる器具や装置の違い、測定を行う人の
個人差等に影響を受けるので、「全く同じ
結果」が出ることはまれです。

※２　定量下限：目的の物質の量が正しく測
れる最低濃度

※３　検出下限：目的の物質が存在すること
を確認できる最低濃度

～新たな肥料の試験法ができるまで～

調 査 研 究 の 成 果 か ら 　　　



11 − 新・大きな目小さな目 2015年新年号（No.39）−

５．試験室間妥当性確認
単一試験室での妥当性が確認されたら、次

に複数の試験室（多いほどよい）において、
同じサンプルを同じ方法で測定して、ほぼ同
じ結果になるかの確認をします。

この時行われる試験を「共同試験」といい
ます。

共同試験の具体的な手順は・・・
①【共通試料の作製】

濃度や性状の異なるサンプルを数種類作製
します。

②【均質性の確認】
作製したサンプルを試験所ごとに小分けし

ます。小分けしたサンプルが均質（同じ）かど
うかを確認するため、その中から複数個ラン
ダム（無作為）に抜き取り、測定を行います。

③【試験の実施】
均質性が確認されたサンプルを、全国の参

加試験室に送付します。試験結果に影響を及
ぼす可能性があるので、サンプルの濃度は分
からないようにしてあります。「同じ試験法」
で試験を実施してもらえるように、試験法の

細かい解説を記した「実施要領」も一緒に送
ります。

④【試験結果の確認】
参加試験室から送られた測定結果（データ）

を統計解析し、それぞれの結果にどの程度差
があるか確認します。

各試験室の測定結果の差が一定範囲内にあ
れば、試験室間の妥当性が確認されたことに
なります。

さらに、共同試験の方法や統計解析が適切
な方法で行われたかどうか、肥料分析や統計
の専門家による委員会で確認します。

６．試験法の普及
妥当性が確認された試験法は、「肥料等試験

法」としてＦＡＭＩＣのホームページに掲載
し、皆さまに紹介させていただいております。

＊参考文献：農業技術大系 土壌施肥編 第４巻

http://www.famic.go.jp/ffis/fert/bunseki/sub9_shiken2014.html
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/bunseki/sub9_shiken2014.html
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～加工食品の肉種判別等に係る分析技術の国際動向～

I S O情報

ＩＳＯ（国際標準化機構）のTC34／SC16（分子生物指標にかかわる横断的
手法分科委員会）では、主にＤＮＡやタンパク質等を対象とした分析法の規格
の策定を行っています。

これまで、遺伝子組換え体検知法、植物の品種判別のための分析法、植物病
原体検出のための分析法、多数のＤＮＡ配列を同時に分析できるマイクロアレ
イを用いた分析法等、多くの規格が策定され、その改正作業が随時行われています。

今回は、2014年９月２日から４日に、アメリカで開かれた第５回TC34／SC16総会等の検討
内容について紹介します。

今回の総会では、用語の定義、定性法の妥
当性確認及び肉種の特定等について議論され
ました。

・用語の定義
用語の定義では、これまで定義されてい

なかった「分子生物指標」の定義について
議論され、採択されました。この用語が
定義されたことに伴い、SC16の業務範囲
について、定義との整合性が議論されるこ
とになりました。

・定性※法の妥当性確認
定性法の妥当性

確認では、あるＤ
ＮＡを対象にした
定性法が正しいか
について、複数の
試験所で確認を行った際の統計的評価方法が
検討されました。

用いるべき評価方法について種々の議論が
あり、今回の総会では結論は出ませんでした。

※定性：何が入っているか調べること
（参考）
　定量：�何がいくら入っているか、量を量ること

・肉種の特定
肉種の特定は、ＤＮＡ等の分析法を利用し

て、加工食品中の肉の種類を調べる方法で、
肉類の食品偽装を見分けるために用いられて
います。

SC16では、2014年に初めて肉種の特定に
係る規格が提案されました。

総会では、肉種の特定について、個別の分
析法の内容を議論する前に、分析対象物が持
つ特性に合わせた分析法を、選択するための
ガイドラインを作成することになりました。

なお、ＦＡＭＩＣでは、食肉加工品の原材
料名が正しいか確認するため、肉種を判別す
る分析を行っています。

ＩＳＯ関連情報については、ＦＡＭＩＣの
ホームページで情報提供しています。
http://www.famic.go.jp/iso_codex_information/iso.html

肉種の特定

加工食品 肉

http://www.famic.go.jp/iso_codex_information/iso/sc16_gaiyou.pdf
http://www.famic.go.jp/iso_codex_information/iso/sc16_gaiyou.pdf
http://www.famic.go.jp/iso_codex_information/iso/sc16_kikaku_outline.html
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/panel/pdf/hyouji1-18.pdf
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/panel/pdf/hyouji1-18.pdf
http://www.famic.go.jp/iso_codex_information/iso.html
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サラダ油は、
低温下でも濁ら
ないように精製

された、食用植物油の総称
です。

食用植物油の表示は、「食用植物油脂品質
表示基準」に従います。この表示基準にお
いて、「○○※サラダ油」と表示できるの
は、「食用植物油脂のＪＡＳ規格」で定めら
れた基準を満たし、ＪＡＳマークが貼られ
た製品のみと規定されています。

※　2014年11月時点、○○は、「サフラワー」、
「ぶどう」、「大豆」、「ひまわり」、「とうもろこ
し」、「綿実」、「ごま」、「なたね」、「こめ」及
び「調合」（２種類以上の植物油を混合した場
合）に限られます。

現在国内生産量が最も多い植物油は、な
たねを原料とした油です。近年は輸入原料
として、カナダで品種改良された「キャノ
ーラ種」が主に使用されています。

食用なたね油を例に、「食用植物油脂のＪ
ＡＳ規格」に定められた区分及び品質項目
の一部をご紹介します（下表参照）。

食用なたね油は、「なたね油」・「精製なた
ね油」・「なたねサラダ油」の３区分に分け
られ、下表右の区分ほど油の精製度合は高
くなります。一般的に、粗油（なたね、大
豆及びオリーブ等から取り出した未精製の
油）は、生食や揚げ物には好ましくない不

純物を多く含んでいます。精製とは、これ
らの不純物を除去することです。
≪なたね油≫

浮遊物の除去など軽度の精製をおこなっ
たもの

≪精製なたね油≫
遊離脂肪酸、色及び臭いの除去などの精
製をおこなったもの

≪なたねサラダ油≫
精製なたね油から、天然のワックス成分

（低温で貯蔵した際、油が濁ったり固ま
ったりする原因）を除去したもの

「なたね油」は、なたね特有の香味と琥珀
色を残した、個性の強い油です。流通量は
少ないので、店頭で見かける機会はあまり
ないかもしれません。こくを出したい揚げ
物、炒め物や焼き物にお勧めです。
「なたねサラダ油」は、くせのない、淡白

で軽い風味の油です。炒め物や揚げ物はも
ちろん、マリネやドレッシングなど、生で
冷やして食べるのにも適しています。

表示の サラダ油について

サラダ油とは、どういう油ですか？

表　食用なたね油の品質項目（一部抜粋）

品質項目 区分名

一般状態１） なたね特有の香味を有し、清澄であること

１） 植物油脂の清澄度と風味を、視覚や嗅覚・味覚で評価
２） 植物油脂を定められた条件下（０℃で５時間30分）で放置し、凝固や白濁がないことを確認
３） 植物油脂に含まれる遊離脂肪酸を測定し、精製度合を評価

清澄で、香味良好であること
- -

2.0以下 0.20以下

清澄で、舌触りよく、香味良好であること
なたね油 精製なたね油 なたねサラダ油

５時間30分清澄であること
0.15以下

冷却試験２）
酸価３）

Ｑ
Ａ

http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/kijun_50_110930.pdf
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/kijun_50_110930.pdf
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_syokyu_140829_2.pdf
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【こんな作物】
カリフラワーはアブラナ科の１年草です。

キャベツやブロッコリーと同じく地中海沿岸
原産のケールから分化したものと考えられて
おり、ケール（Kale）の花（fl ower）から名
前がついたといわれています。日本では、ハ
ナヤサイやハナカンランなどとも呼ばれてい
ます。

明治初期に、ブロッコリーとともに日本に
伝わりましたが当時はあまり普及せず、戦後
になって洋食が家庭に広まった1960年代に
需要が高まり、各地で盛んに栽培されるよう
になりました。その後、1980年代になって緑
黄野菜で栄養価が高いブロッコリーの人気が
広まると、カリフラワーの生産は減少してい
きました※１。

主に食用としているのは、主茎の頂点にで
きる花蕾（からい）と言われるつぼみの集ま
りです。日本では、白い品種が好まれ、多く流
通していますが、最近は黄色やオレンジ、紫、
グリーンと色とりどりの品種が増えています。

【ブロッコリーとの関係】
カリフラワーは、「ブロッコリーが突然変異

で白くなった」と言われているように、同じ
キャベツ類の中でとても近い間柄にあるた
め、以前は特に区分されていませんでした。
日本でも昭和63年産までの農林統計（農林水
産省）では、カリフラワーの中にブロッコリ
ーを含めていました。

カリフラワーとブロッコリーの違いを挙げ
ると、カリフラワーは花蕾の生育が初期段階
で止まり、花蕾が密集しているのに対して、
ブロッコリーは花蕾が生長しつづけます。

また、カリフラワーは茎の頭部のみに花蕾を
つけますが、ブロッコリーはわき芽の先にも
付ける品種があります。

形がうず巻になっている「ロマネスコ」と
いう品種は、カリフラワーとブロッコリーを
掛け合わせたものです。日本での流通量は少
ないですが、ヨーロッパでは人気があります。

【主な産地】
全国の収穫量は２万２千200トン（出典：

農林水産省、平成25年産野菜生産出荷統計）
で、主な産地は徳島県（２千480トン）、茨城
県（２千360トン）、長野県（２千160トン）
となっています。

※１　カリフラワーの作付面積は１千290ha（平
成25年産）で、ブロッコリーの作付面積（１
万３千700ha）の10％弱になっています。

＜ロマネスコ＞

出典：農林水産省「野菜生産出荷統計」（単位：トン）出典：農林水産省「野菜生産出荷統計」（単位：トン）

平成25年産　カリフラワーの収穫量

全国計
22,200
全国計
22,200

徳島県
2,480
徳島県
2,480

茨城県
2,360
茨城県
2,360
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2,160
長野県
2,160
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熊本県
2,140
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愛知県
2,010

埼玉県 1,490埼玉県 1,490

その他
9,560
その他
9,560

旬の
やさい カリフラワー

http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/back_number/data39/p14karifu.pdf
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/index.html#r
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/back_number/data39/p14karifu-3.pdf
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/back_number/data39/p14karifu-3.pdf
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また、業務用などとして生鮮カリフラワー
が米国などから74.6トン（出典：財務省 平成
25年貿易統計）、冷凍カリフラワーが中国な
どから331トン（出典：農林水産省　平成25
年植物防疫統計※２）輸入されています。

現在では品種の改良や栽培技術などによ
り、国内産は周年出荷されていますが、冷涼
な気候が栽培に適しているため、出荷量が多
いのは10月頃から春にかけてです。

【栄養と機能性】
カリフラワーは、体内ナトリウムの排泄に

関わるカリウムを多く含んでいます。また、
疲労回復などに効果的なビタミン類も多く含
んでいます。特に加熱によるビタミンCの損
失が少ないため、ゆでた後はブロッコリーと
ほぼ同じ量となり（下図参照）、100g食べる
と、１日に必要な量の約半分を取ることがで
きます※３。

【選び方】
カリフラワー（花蕾）は、日数が経過する

と熟度が進み、変色やすき間ができてしまい
ます。そのため、蕾が硬く締まって全体に重
みがあるものを選びましょう。また、外葉が
付いていてその切り口がみずみずしいか、変
色していないかなどを確認しましょう。

白い品種の場合は、黄色や黒などの染みが
ないか、よく確認してから選びましょう。

【保存方法】
前述のとおり、日持ちはしないので、調理

で使い切ることをお勧めします。使い切れな
い場合はラップなどで包み、冷蔵庫の野菜室
に立てて保存するか、もしくは硬めにゆでて
冷蔵庫で保存し、早めに食べ切りましょう。
なお、冷凍保存する場合は、小分けしたもの
を硬めにゆで、水気をよく切ってから、密閉
袋などに入れて保存します。

【調理のポイント】
アクがあるので、下ゆでしてから使用する

のが一般的です。なお、白色の品種は酢を加
えると変色を防いで、より白く仕上がります。

ちなみに、丸ごとゆでてから小房に分ける
と、崩れにくいです。なお、その場合でも、
茎に切れ目を入れておくと、火が通りやすい
でしょう。

また、蒸す調理法
だと、水溶性の栄養
成分の流失が最小限
にとどまります。

※２　検査数量の値
※３�　厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2015
年版）」から、ビタミンＣの食事摂取基準
（100mg／日）で男女とも15歳以上の推奨量

出典：文部科学省「食品成分データベース」出典：文部科学省「食品成分データベース」

ビタミンＣ含有量の比較（100g当たり）
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http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/back_number/data39/p15karifu-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/syokuji_kijyun.html


＊＊＊＊＊＊＊お願い＊＊＊＊＊＊＊
本誌のお届け先に変更がございましたら、お手数ですが、
下記連絡先（ＦＡＭＩＣ広報室）までお知らせください。

この印刷物は大豆油にかわり米ぬか油を
使用し、地球温暖化ガスの発生を低くし
たライスインキで印刷しています。

（編集・発行）　独立行政法人　農林水産消費安全技術センター（FAMIC）広報室
〒330-9731 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1　さいたま新都心合同庁舎 検査棟

TEL 050-3797-1829　　FAX 048-600-2377
E-mail koho@famic.go.jp

◎転載について
本誌の内容を転載する際には、FAMIC広報室までご一
報ください。

電話受付時間（土･日･祝日を除く）
　　　　（午前）９時～12時
　　　　（午後）１時～５時

食品表示などのご相談は
次の電話をご利用ください

■本部

　■横浜事務所

■札幌センター

■仙台センター

■名古屋センター

■神戸センター

■福岡センター

電話 050-3481-6013

電話 050-3481-6024

電話 050-3481-6021

電話 050-3481-6022

電話 050-3481-6025

電話 050-3481-6026

電話 050-3481-6027

◎新「大きな目・小さな目」は、国の施策の
うごきなどのマクロな視点と、FAMICの検査・分析技術を
通じたミクロな視点から、農業生産資材及び食品の安全
等に関わる情報をわかりやすくお伝えする広報誌です。

FAMICでは、事業者の皆様から食品表示などに関す
る様々なご相談を受け付けています。お気軽にご利用
ください。

ファミック

表紙について

いちごの花です。
いちごはバラ科の多年草で、りんごやなし
の仲間です。ヨーロッパやアジアなどに広く
分布し、栽培が始まるまでは、小粒で甘みが
少ない野生の野いちごが食されていました。現在栽培されている
甘く大粒ないちごの先祖は、18世紀にオランダで交配されて生
まれました。この交配されたいちごが日本に入ってきたのは江戸
時代末期で、オランダがもたらしたことから、「オランダいちご」
と呼ばれるようになりました。しかし、その当時はあまり普及せず、
本格的に栽培が始まったのは明治に入ってからです。
一般的な国産いちご（一季成り性品種）は、日が短くなって
気温が低下する（短日低温）ことで花芽が分化されます。このため、
自然環境では秋に花芽が分化し、冬に一端休眠に入った後、暖
かくなった春に花を咲かせます。現在は温度と日照時間をコント
ロールし、10月以降に開花させて11月頃から収穫が始まります。
このため、国産いちごが出回るのは主に冬から春で、夏から秋
にかけて出回るのは米国産等の輸入品が大半です。
みなさんが普段果実と思って食べているのは、
雌しべの土台で果実を保護している花托（かた
く：花床ともいいます）という部分です。雌しべ
が受粉してできる実際の果実は、表面についてい
るツブツブで痩果（そうか）といいます。痩果の
数が多いと花托も大きくなり、受粉にバラツキがあると花托が変
形したものになるなど、痩果と花托は大変深い関係にあります。
全国の収穫量は16万5千6百トン(出典：農林水産省平成25
年産野菜生産出荷統計調査)です。主な産地は、栃木県(2万6
千トン)、福岡県(1万7千5百トン)、熊本県(1万1千9百トン)、
静岡県(1万1千5百トン)などで、各県とも甘く大きな新品種を育
成して、ブランド化を進めています。

（表紙資料提供：「草花写真館」
http://kusabanaph.web.fc2.com/）

少ない野生の野いちごが食されていました。現在栽培されている

広報誌アンケートの結果について

１．調査件数
372件のご回答をいただきました。
２．広報誌への評価
８割以上の方から「参考になった」、「分かりや
すい」との評価をいただき、「現在の肥料、農薬、
飼料が食品に及ぼす影響について知識を得る
ことが出来た」等のご意見をいただきました

３．電子版広報誌について
「関連リンクがあって便利」、「バックナンバー
が利用しやすい」等のご意見をいただきました。
４．皆様からのご要望
「今後更に、食の安全に対する取組等が分かり
やすく紹介されると良い」等の様々なご要望
をいただきました。

2014年秋号の発行と併せて行いましたアンケートにご協力いただき、誠にありがとうござ
いました。以下にアンケート結果の概要をお知らせします。ＦＡＭＩＣでは、お寄せいただい
た貴重なご意見を受け、今後も皆様に有用で分かりやすい広報誌を目指します。

http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/back_number/data39/p16itigo.pdf
http://kusabanaph.web.fc2.com/



